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(57)【要約】
【課題】ＨＵＤ装置の投影用に利用可能な反射面及び光
学的な拡大機能を有し、且つ、良好な透過視認性を得る
ことが可能な表示光投影用光学デバイスを提供する。
【解決手段】薄板状に形成された透明な第１光学部材１
１と、前記第１光学部材の厚み方向の一方の面に同心円
状に形成されたフレネル形状部１１ａと、前記フレネル
形状部の面上に形成されたハーフミラー層１２と、前記
ハーフミラー層の面の凹凸を埋めて平坦面を形成する透
明な充填剤で構成される第２光学部材１３と、前記第２
光学部材の外側の面を保護する透明な薄板状の第３光学
部材１４と、を備え、前記第１光学部材の屈折率と、前
記第２光学部材の屈折率と、前記第３光学部材の屈折率
とが同じである。
【選択図】図３
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　表示ユニットから出射される表示光を一方の面の近傍で反射して所定のアイポイントに
投影し、他方の面に入射した外来光を厚み方向に透過する特性を有する表示光投影用光学
デバイスであって、
　薄板状に形成された透明な第１光学部材と、
　前記第１光学部材の厚み方向の一方の面に同心円状に形成された複数の溝で構成される
フレネル形状部と、
　前記フレネル形状部の面上に形成されたハーフミラー層と、
　前記ハーフミラー層の面の凹凸を埋めて平坦面を形成するための透明な充填剤で構成さ
れる第２光学部材と、
　前記第２光学部材の外側の面を保護する透明な薄板状の第３光学部材と、
　を備え、
　前記第１光学部材の屈折率と、前記第２光学部材の屈折率と、前記第３光学部材の屈折
率とがほぼ同じである、
　ことを特徴とする表示光投影用光学デバイス。
【請求項２】
　請求項１に記載の表示光投影用光学デバイスであって、
　前記第１光学部材の外側に露出する面と、前記第３光学部材の外側に露出する面のそれ
ぞれに、光反射防止層が形成された、
　ことを特徴とする表示光投影用光学デバイス。
【請求項３】
　請求項１または２に記載の表示光投影用光学デバイスであって、
　前記ハーフミラー層が、特定の波長成分のみを反射するバンドストップフィルタとして
機能する、
　ことを特徴とする表示光投影用光学デバイス。
【請求項４】
　請求項１から３のいずれか１項に記載の表示光投影用光学デバイスであって、
　車両用ウインドシールドを形成する合わせガラスの中間層として配置された、
　ことを特徴とする表示光投影用光学デバイス。
【請求項５】
　請求項１から４のいずれか１項に記載の表示光投影用光学デバイスであって、
　前記表示ユニットから前記ハーフミラー層に入射する光の光軸が、前記フレネル形状部
の前記同心円の中心からずれるように、前記フレネル形状部の配置状態、または表示光の
入射目標位置が定められた、
　ことを特徴とする表示光投影用光学デバイス。
【請求項６】
　請求項１から５のいずれか１項に記載の表示光投影用光学デバイスであって、
　前記第１光学部材の全体形状及び前記フレネル形状部の形状が、車両のウインドシール
ドの形状に合わせた曲面形状を有し、前記フレネル形状部の面の曲率が、一定の半径で表
される球面、又は多項式で表される非球面に従い決定されている、
　ことを特徴とする表示光投影用光学デバイス。
【請求項７】
　請求項１から６のいずれか１項に記載の表示光投影用光学デバイスであって、
　前記フレネル形状部における前記複数の溝の形成ピッチＰが、次式の近似値である、
Ｐ＝（ｔａｎθ・Ｄ）／Ｐｉｘｅｌ
但し、θ：表示画角
　　　Ｄ：想定するアイポイントと前記フレネル形状部との間の距離
　　　Ｐｉｘｅｌ：前記表示ユニットの表示画面における縦又は横の画素数
　ことを特徴とする表示光投影用光学デバイス。
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【請求項８】
　請求項１から７のいずれか１項に記載の表示光投影用光学デバイスであって、
　前記ハーフミラー層は、前記フレネル形状部の複数の溝の各境界で厚み方向と平行な向
きに延びる立壁領域を除く面の全体に形成されている、
　ことを特徴とする表示光投影用光学デバイス。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、表示ユニットから出射される表示光を一方の面の近傍で反射して所定のアイ
ポイントに投影し、他方の面に入射した外来光を厚み方向に透過する特性を有する表示光
投影用光学デバイスに関する。
【背景技術】
【０００２】
　例えば、一般的な車両用のヘッドアップディスプレイ（ＨＵＤ：Head Up Display）装
置においては、表示すべき様々な情報を含む光の像をＨＵＤ装置からウインドシールド（
前方の窓ガラス）、又はコンバイナと呼ばれる反射板に投影し、ウインドシールド等で反
射した光が運転者の視点の方向に向かうように光路を形成する。したがって、運転者は、
ウインドシールドを通して車両の前方の風景を視認しながら、同時にウインドシールド等
に映るＨＵＤの可視表示情報を虚像として視認することができる。つまり、運転者は通常
の運転状態を維持したまま、視線を移動することなしに様々な情報をＨＵＤの表示により
視認することができる。
【０００３】
　特許文献１には、ウインドシールドのガラス面に特別な光学素子（前記コンバイナに相
当）を貼り付けることが開示されている。ＨＵＤから出射した光は、ウインドシールド上
の光学素子の面で反射して運転者の視点の方向に向かう。また、光学素子は可視光を透過
する材料で構成されているので、運転者は光学素子の前方に虚像として結像される表示像
の他に、車両前方の風景等の像も、ウインドシールド及び光学素子を透過した状態で視認
することができる。
【０００４】
　また、特許文献１には、光学素子上にフレネルレンズを設けて拡大光学系を形成するこ
とが開示されている。これにより、ＨＵＤを小型化することが可能になる。また、フレネ
ルレンズを利用しているので、光学素子の厚みを薄くすることができる。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】特開２０１２－１２３３９３号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　しかしながら、特許文献１の光学素子については、次に説明するような課題がある。車
両前方の風景等の像は、光学素子を厚み方向に透過して運転者の目の位置に到達する。と
ころが、光学素子の運転者に近い側の面にはフレネルレンズの凹凸形状があり、この凹凸
形状の面と空気層とが直接触れているので、この境界面における屈折率の変化により光学
特性が表れる。
【０００７】
　つまり、車両前方の風景等の像が光学素子を透過して光学素子から運転者側に出射する
際にもフレネルレンズの光学倍率の影響を受けることになる。したがって、運転者が前方
視界を視認する際に、ウインドシールド上の様々な領域のうち、光学素子が配置されてい
る箇所だけについては、フレネルレンズの影響で局部的に拡大又は縮小されたり、歪みや
乱反射の影響を受ける状態で視認することになる。したがって、前方視界を視認しにくい
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領域が前記光学素子によりウインドシールド上に形成されてしまい、運転に悪影響を及ぼ
す可能性がある。
【０００８】
　また、特許文献１の図７に示された構成では、フレネルレンズの凹凸形状面と隣接する
位置に透過反射光学層１５が配置されている。しかし、図７の構成においても、フレネル
レンズの材料の屈折率と透過反射光学層１５の材料の屈折率とが異なっているので、これ
らを一体化した部品全体として光学的な倍率を相殺できたとしても、内部乱反射の影響に
よりハレーション等が生じる可能性が高い。
【０００９】
　本発明は、上述した事情に鑑みてなされたものであり、その目的は、ＨＵＤ装置の投影
用に利用可能な反射面及び光学的な拡大機能を有し、且つ、良好な透過視認性を得ること
が可能な表示光投影用光学デバイスを提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【００１０】
　前述した目的を達成するために、本発明に係る表示光投影用光学デバイスは、下記（１
）～（８）を特徴としている。
（１）　表示ユニットから出射される表示光を一方の面の近傍で反射して所定のアイポイ
ントに投影し、他方の面に入射した外来光を厚み方向に透過する特性を有する表示光投影
用光学デバイスであって、
　薄板状に形成された透明な第１光学部材と、
　前記第１光学部材の厚み方向の一方の面に同心円状に形成された複数の溝で構成される
フレネル形状部と、
　前記フレネル形状部の面上に形成されたハーフミラー層と、
　前記ハーフミラー層の面の凹凸を埋めて平坦面を形成するための透明な充填剤で構成さ
れる第２光学部材と、
　前記第２光学部材の外側の面を保護する透明な薄板状の第３光学部材と、
　を備え、
　前記第１光学部材の屈折率と、前記第２光学部材の屈折率と、前記第３光学部材の屈折
率とがほぼ同じである、
　ことを特徴とする表示光投影用光学デバイス。
（２）　上記（１）の構成の表示光投影用光学デバイスであって、
　前記第１光学部材の外側に露出する面と、前記第３光学部材の外側に露出する面のそれ
ぞれに、光反射防止層が形成された、
　ことを特徴とする表示光投影用光学デバイス
（３）　上記（１）または（２）の構成の表示光投影用光学デバイスであって、
　前記ハーフミラー層が、特定の波長成分のみを反射するバンドストップフィルタとして
機能する、
　ことを特徴とする表示光投影用光学デバイス。
（４）　上記（１）から（３）のいずれか１つの構成の表示光投影用光学デバイスであっ
て、
　車両用ウインドシールドを形成する合わせガラスの中間層として配置された、
　ことを特徴とする表示光投影用光学デバイス。
（５）　上記（１）から（４）のいずれか１つの構成の表示光投影用光学デバイスであっ
て、
　前記表示ユニットから前記ハーフミラー層に入射する光の光軸が、前記フレネル形状部
の前記同心円の中心からずれるように、前記フレネル形状部の配置状態、または表示光の
入射目標位置が定められた、
　ことを特徴とする表示光投影用光学デバイス。
（６）　上記（１）から（５）のいずれか１つの構成の表示光投影用光学デバイスであっ
て、
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　前記第１光学部材の全体形状及び前記フレネル形状部の形状が、車両のウインドシール
ドの形状に合わせた曲面形状を有し、前記フレネル形状部の面の曲率が、一定の半径で表
される球面、又は多項式で表される非球面に従い決定されている、
　ことを特徴とする表示光投影用光学デバイス。
（７）　上記（１）から（６）のいずれか１つの構成の表示光投影用光学デバイスであっ
て、
　前記フレネル形状部における前記複数の溝の形成ピッチＰが、次式の近似値である、
Ｐ＝（ｔａｎθ・Ｄ）／Ｐｉｘｅｌ
但し、θ：表示画角
　　　Ｄ：想定するアイポイントと前記フレネル形状部との間の距離
　　　Ｐｉｘｅｌ：前記表示ユニットの表示画面における縦又は横の画素数
　ことを特徴とする表示光投影用光学デバイス。
（８）　上記（１）から（７）のいずれか１つの構成の表示光投影用光学デバイスであっ
て、
　前記ハーフミラー層は、前記フレネル形状部の複数の溝の各境界で厚み方向と平行な向
きに延びる立壁領域を除く面の全体に形成されている、
　ことを特徴とする表示光投影用光学デバイス。
【００１１】
　上記（１）の構成の表示光投影用光学デバイスによれば、表示ユニットから出射される
表示光は、ハーフミラー層の面で反射して運転者のアイポイントに向かう。また、車両前
方から入射する外来光は、表示光投影用光学デバイスを透過してアイポイントに向かう。
また、ハーフミラー層がフレネル形状部の面上に形成されているので、反射する光に対し
ては拡大光学系を形成する。また、表示光投影用光学デバイスを透過する光については、
第１光学部材、第２光学部材、及び第３光学部材の屈折率が同じであるため、これらの面
の境界で屈折が生じることはない。したがって、運転者が車両前方の情景を視認する場合
には、この表示光投影用光学デバイスを透過した光についても、ウインドシールドを透か
して見える通常の情景と同様に等倍率の像として視認することができる。
　上記（２）の構成の表示光投影用光学デバイスによれば、光反射防止層の働きにより、
等倍率のゴースト像発生や、内部乱反射によるハレーションを防止することができる。
　上記（３）の構成の表示光投影用光学デバイスによれば、透過する光はハーフミラー層
でほとんど減衰することなく、運転者のアイポイントに向かう。したがって、運転者が表
示光投影用光学デバイスを介して前方の情景を視認する場合の視認性を改善することがで
きる。この場合は、表示ユニットの光源としてＲ、Ｇ、Ｂ等の１つ又は複数のレーザ光を
出射可能なスキャナを用いることにより、表示光の波長帯域を狭帯域にできるため、バン
ドストップフィルタの機能を有するハーフミラー層で効率的に表示光を反射することがで
きる。
　上記（４）の構成の表示光投影用光学デバイスによれば、車両用ウインドシールドの内
部に組み込まれているので、ウインドシールドの表面を平坦な状態に維持することができ
、運転者に違和感を与えることなく表示光を投影することが可能になる。
　上記（５）の構成の表示光投影用光学デバイスによれば、拡大像と等倍像との合成によ
り生じる二重像ゴーストの影響を低減できる。すなわち、運転者が視認する表示像の中に
は、ハーフミラー層で反射して形成される拡大像の他に、表示光投影用光学デバイスの表
面又は裏面で反射して届く等倍像とが含まれるため二重像ゴーストが視認される可能性が
ある。ハーフミラー層に入射する光の光軸をフレネル形状部の同心円の中心からずらすこ
とにより、拡大像の位置と等倍像の位置とが大きくずれるため、二重像は視認されにくく
なる。
　上記（６）の構成の表示光投影用光学デバイスによれば、車両のウインドシールドの形
状に合わせた曲面形状を形成しているので、運転者がＨＵＤ表示を視認する際の表示品位
を最適化することができる。
　上記（７）の構成の表示光投影用光学デバイスによれば、表示ユニットの表示能力に応
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じた必要最低限の解像度を確保することができ、更にフレネルエッジ部での回折による分
光（虹色）や二重像等のゴーストを防止し、乱反射によるフレア像発生の低減が可能にな
る。
　上記（８）の構成の表示光投影用光学デバイスによれば、立壁領域での光の反射が抑制
されるため、通常の光の透過や、１回反射以外の光路を通る意図しない光線の発生が最小
化され、フレア像発生の抑制が可能になる。
【発明の効果】
【００１２】
　本発明の表示光投影用光学デバイスによれば、ＨＵＤ装置の投影用に利用可能な反射面
及び光学的な拡大機能を有しており、しかも、従来よりも良好な透過視認性を得ることが
可能である。
【００１３】
　以上、本発明について簡潔に説明した。更に、以下に説明される発明を実施するための
形態（以下、「実施形態」という。）を添付の図面を参照して通読することにより、本発
明の詳細は更に明確化されるであろう。
【図面の簡単な説明】
【００１４】
【図１】図１は、表示光投影用光学デバイスを搭載した車両のウインドシールド近傍を車
室内側から視た斜視図である。
【図２】図２は、図１と同じ車両を側方から視た縦断面図である。
【図３】図３（Ａ）は、実施形態の表示光投影用光学デバイスを示す正面図、図３（Ｂ）
は、図３（Ａ）中のＩＩＩＢ－ＩＩＩＢ線から視た部分拡大断面図である。
【図４】図４は、表示光投影用光学デバイスの配置状態と、表示装置の光軸及びアイポイ
ントの位置関係を示す縦断面図である。
【図５】図５は、変形例における表示光投影用光学デバイスの形状を表す縦断面図である
。
【発明を実施するための形態】
【００１５】
　本発明の表示光投影用光学デバイスに関する具体的な実施形態について、各図を参照し
ながら以下に説明する。
【００１６】
＜表示光投影用光学デバイスの使用環境の具体例＞
　実施形態の表示光投影用光学デバイスを搭載した車両のウインドシールドＷＳ近傍を車
室内から斜め方向に視た状態を図１に示す。また、図１と同じ車両を側方側から視た縦断
面における各部の配置状態を図２に示す。
【００１７】
　図１及び図２に示した例では、合わせガラスとして構成されている車両のウインドシー
ルドＷＳ（窓ガラス）に、中間層として実施形態の表示光投影用光学デバイスが組み込ま
れている。また、この表示光投影用光学デバイスにはフレネルミラー領域ＦＭが形成され
ている。このフレネルミラー領域ＦＭは、基本的にはハーフミラーの機能を有し、車室内
側からフレネルミラー領域ＦＭに入射した光は反射し、車外から図２における右方向に向
かってフレネルミラー領域ＦＭに入射する光は透過する特性を有している。また、フレネ
ルミラー領域ＦＭはフレネルレンズを含み、拡大光学系を形成する。表示光投影用光学デ
バイスの具体的な構成については、後で詳細に説明する。
【００１８】
　図１に示す車両においては、メータユニット２１の前方のダッシュボード２２の下方に
ＨＵＤ（ヘッドアップディスプレイ）ユニット２０が配置されている。このＨＵＤユニッ
ト２０は、例えば透過型液晶パネルのようなフラットパネルディスプレイと、照明用の光
源（バックライト）を内蔵している。フラットパネルディスプレイの画面には、必要に応
じて、例えば車速など運転に役立つ様々な情報が、文字、数字、記号などの可視情報とし
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て表示される。また、バックライトで画面を照明することにより、表示された可視情報の
像を含む表示光をＨＵＤユニット２０から出射することができる。
【００１９】
　ＨＵＤユニット２０の上方のダッシュボード２２の箇所には矩形形状の開口部２２ａが
形成してある。ＨＵＤユニット２０から出射された表示光は、開口部２２ａを経由して上
方のウインドシールドＷＳに向かう。ウインドシールドＷＳのＨＵＤユニット２０からの
表示光が入射する箇所に、上述のフレネルミラー領域ＦＭが配置されている。
【００２０】
　したがって、ＨＵＤユニット２０から出射された表示光は、ウインドシールドＷＳの面
に入射し、フレネルミラー領域ＦＭで反射して、想定される運転者の目の位置に相当する
アイポイントＥＰに到達する。この表示光はフレネルミラー領域ＦＭで反射するので、運
転者が視認する表示像については、ウインドシールドＷＳよりも前方（例えば１０ｍ前方
）の虚像結像面２４に表示されているかのように虚像として結像される。また、フレネル
ミラー領域ＦＭはウインドシールドＷＳと同様に車両の前方から車室内に向かって入射す
る光を透過するので、運転者はフレネルミラー領域ＦＭを透かして車両前方の情景も視認
することができる。つまり、車両前方の情景とＨＵＤユニット２０が表示する表示像とを
重ねた状態で同時に視認することができる。
【００２１】
　フレネルミラー領域ＦＭについては、フレネルレンズを採用することにより、厚みが小
さくなりウインドシールドＷＳに組み込むことが可能になる。また、フレネルミラー領域
ＦＭが拡大光学系を形成しているので、ＨＵＤユニット２０に拡大光学系を内蔵する必要
がなくなる。また、ＨＵＤユニット２０に拡大光学系を内蔵する場合と比べて、開口部２
２ａの開口面積を小さくすることが可能になる。
【００２２】
　また、開口部２２ａの近傍にはルーバー２３が配置されている。このルーバー２３は、
不要な外光が開口部２２ａの近傍で反射してアイポイントＥＰに向かうのを抑制する機能
を有し、これによりＨＵＤ表示の視認性が向上する。
【００２３】
＜表示光投影用光学デバイスの構成＞
　図３（Ａ）は、実施形態の表示光投影用光学デバイスを示す正面図、図３（Ｂ）は、図
３（Ａ）中のＩＩＩＢ－ＩＩＩＢ線から視た部分拡大断面図である。
【００２４】
　本実施形態では、表示光投影用光学デバイスは、ＨＵＤユニット２０の表示光を投影す
るためのコンバイナ１０として構成されている。このコンバイナ１０は、図３（Ａ）に示
すように矩形形状を有し、図１に示したフレネルミラー領域ＦＭよりも大きいサイズに形
成されている。尚、コンバイナ１０とフレネルミラー領域ＦＭとの大小は、この関係に限
られるものではない。これらに適用される仕様によって、適宜その大小を設計することが
できる。
【００２５】
　図３（Ｂ）に示すように、コンバイナ１０は、その厚み方向に積層された複数の層で構
成されている。具体的には、コンバイナ１０はフレネルレンズ１１、ハーフミラー層１２
、封止剤層１３、透明プレート１４、ＡＲコート層１５及び１６を備えている。
【００２６】
　フレネルレンズ１１は、屈折率（ｎ１）が既知の透明な樹脂（例えば、ポリメタクリル
酸メチル樹脂：ＰＭＭＡ）、ガラスなどの材料で薄板状に形成されている。また、フレネ
ルレンズ１１は厚み方向の一方の面にフレネル形状部１１ａが形成され、他方の面は平坦
面１１ｃになっている。
【００２７】
　フレネル形状部１１ａは、図３（Ａ）に示すようにフレネルレンズ１１の中央部から同
心円状に形成された多数の溝を有し、互いに隣接する溝の間が突出している。したがって



(8) JP 2015-161732 A 2015.9.7

10

20

30

40

50

、図３（Ｂ）に示す断面においては、フレネル形状部１１ａは鋸歯状の表面形状を呈して
いる。この表面形状により、光学的にレンズを形成する。フレネル形状部１１ａにおける
溝又は突起の形成ピッチ（フレネルピッチ）Ｐについては後で説明する。
【００２８】
　フレネルレンズ１１のフレネル形状部１１ａの表面に、ハーフミラー層１２が形成され
ている。具体的には、金属又は無機多層薄膜を表面に蒸着してハーフミラー層１２を形成
してある。本実施形態では、ハーフミラー層１２における光の反射率が２０％になるよう
に構成している。形成するハーフミラー層１２の厚みについては、１００［ｎｍ］未満と
する。
【００２９】
　また、本実施形態ではハーフミラー層１２を形成する際に、フレネル形状部１１ａのフ
レネル立壁１１ｂの箇所を蒸着対象から除外している。つまり、ハーフミラー層１２は、
フレネル形状部１１ａの複数の溝の各境界で厚み方向と平行な向きに延びるフレネル立壁
１１ｂの領域を除く面の全体に形成されている。この場合、フレネル立壁１１ｂの箇所に
ハーフミラー層１２が存在しないので、通常の透過や１回反射以外の光路を取るフレネル
立壁１１ｂでの反射が抑制され、この反射に起因する意図しない光線の発生が最小化され
る。これにより、フレア像の発生も低減される。
【００３０】
　封止剤層１３は、フレネルレンズ１１のフレネル形状部１１ａの凹凸を覆って平坦な面
にするために設けてある。この封止剤層１３は、例えば紫外線（ＵＶ）硬化樹脂のような
透明な材料を充填して硬化させることにより形成される。また、封止剤層１３を形成する
材料については、屈折率（ｎ３）がフレネルレンズ１１とほぼ同じもののみに限定して使
用する。
【００３１】
　封止剤層１３の厚み方向の一方の面１３ａは平坦であり、フレネル形状部１１ａ及びハ
ーフミラー層１２と密着した面１３ｂは、フレネル形状部１１ａの凹凸を補完する表面形
状に形成される。
【００３２】
　透明プレート１４は、コンバイナ１０の表面を保護するために設けてある。透明プレー
ト１４は、屈折率（ｎ２）がフレネルレンズ１１とほぼ同じ透明な材料を用いて構成して
あり、薄板状に形成してある。
【００３３】
　図３（Ａ）に示すよう、コンバイナ１０の厚み方向の外側の２つの面には、それぞれ、
ＡＲ（Anti Reflection）コート層１５及び１６が形成されている。したがって、外側か
らコンバイナ１０に入射する光及びコンバイナ１０から出射する光がこれらの表面で反射
するのを抑制することができる。これにより、具体的には、等倍率のゴースト像発生や、
内部乱反射によるハレーションを防止することができる。
【００３４】
　図３（Ａ）及び図３（Ｂ）に示したコンバイナ１０は、図１及び図２に示した例では、
ウインドシールドＷＳに中間層として組み込まれ一体化されている。つまり、コンバイナ
１０のハーフミラー層１２が、図１及び図２に示したフレネルミラー領域ＦＭを形成して
いる。また、ハーフミラー層１２はフレネル形状部１１ａの形状により光学的な倍率を有
するフレネルミラーを形成するので、ＨＵＤユニット２０から入射する光に対して拡大光
学系を形成する。これにより、ウインドシールドＷＳの前方の距離が離れた位置（虚像結
像面２４）に虚像を結像することができる。
【００３５】
　なお、図１及び図２に示した例では、コンバイナ１０をウインドシールドＷＳと一体化
しているが、ウインドシールドＷＳとは別の位置、例えばダッシュボード２２上に独立し
たコンバイナ１０を傾斜した状態で配置しても良い。
【００３６】
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＜特徴的な動作の説明＞
　図３（Ａ）及び図３（Ｂ）に示したコンバイナ１０においては、フレネルレンズ１１の
材料の屈折率（ｎ１）と、透明プレート１４の材料の屈折率（ｎ２）と、封止剤層１３の
材料の屈折率（ｎ３）とが全て同等になっている。したがって、フレネルレンズ１１と封
止剤層１３との境界、並びに封止剤層１３と透明プレート１４との境界において、屈折率
の違いに起因する光の屈折を防止できる。
【００３７】
　そのため、例えば図２に示すアイポイントＥＰで運転者が視認する車両前方の情景につ
いては、入射光がフレネルミラー領域ＦＭを透過する場合であっても、光学的な倍率が発
生せず、等倍の像として視認される。つまり、フレネルミラー領域ＦＭを介して車両前方
の情景を視認する場合と、それ以外のウインドシールドＷＳ上の領域を介して視認する場
合とで、視認される情景の像の大きさ、位置、形状などに違いが生じることがない。その
ため、フレネルミラー領域ＦＭを使用する場合でも、運転に必要な良好な視界を確保する
ことができる。また、ＡＲコート層１５及び１６がコンバイナ１０の表面及び裏面におけ
る光の反射を抑制するので、等倍率のゴースト像の発生や、内部乱反射によるハレーショ
ンを防止できる。
【００３８】
　また、フレネルレンズ１１を用いた拡大光学系を有するコンバイナ１０をウインドシー
ルドＷＳ上又はその近傍に配置することにより、広い視野角度の虚像をＨＵＤユニット２
０で表示可能になる。しかも、ＨＵＤユニット２０側に拡大光学系を装備する必要がない
ので、ＨＵＤユニット２０の小型化が可能になり、開口部２２ａの面積を減らすこともで
きる。
【００３９】
＜フレネルピッチＰの説明＞
　図３（Ｂ）に示したコンバイナ１０において、フレネル形状部１１ａにおける複数の溝
の形成ピッチ、すなわちフレネルピッチＰは、次式の近似値、もしくはそれよりも小さい
値になるように定めてある。
Ｐ＝（ｔａｎθ・Ｄ）／Ｐｉｘｅｌ　　・・・（１）
但し、θ：表示画角
　　　Ｄ：想定するアイポイントとフレネル形状部との間の距離
　　　Ｐｉｘｅｌ：ＨＵＤユニット２０の表示画面における縦又は横の画素数
【００４０】
　例えば、ＨＵＤユニット２０内部のフラットパネルディスプレイの画面における縦又は
横の画素数が６４０［ピクセル］、表示画角θ＝１６［ｄｅｇ］、距離Ｄ＝１０００［ｍ
ｍ］の場合を想定すると、上記第(１)式からＰ＝０．４５［ｍｍ］になる。
【００４１】
　このようにフレネル形状部１１ａのフレネルピッチＰを定めることにより、アイポイン
トＥＰで運転者が視認する表示像について、ＨＵＤユニット２０が必要とする必要最低限
のドットピクセル表示能力を確保することができる。また、フレネルエッジ部での回折に
よる分光（虹色の発生）や二重像等のゴーストを防止し、乱反射によるフレア像発生の低
減が可能になる。
【００４２】
＜変形例の説明＞
　＜バンドストップフィルタの採用＞
　図３（Ｂ）に示したコンバイナ１０について、ハーフミラー層１２がバンドストップフ
ィルタの機能を含むように構成する。すなわち、ハーフミラー層１２における光の反射特
性が波長の違いに応じて変化するような特性を形成する。
【００４３】
　例えば、コンバイナ１０に入射する表示光の光源として、レーザ光源を用いる場合には
、ごく狭い波長帯域でのみレーザ光が出射されるので、レーザ光の波長帯域のみ反射し、
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それ以外の波長の光が全て透過するようなバンドストップフィルタ特性をハーフミラー層
１２に持たせる。これにより、レーザ光の波長帯域以外の外来光はほとんど減衰すること
なしにハーフミラー層１２を透過することができる。したがって、運転者がフレネルミラ
ー領域ＦＭを介して車両前方の情景を視認する場合であっても、コンバイナ１０の透過率
が高いので、フレネルミラー領域ＦＭ以外の領域と同様に、明るい状態で視認できる。
【００４４】
　ＨＵＤユニット２０でフルカラー表示を行う場合には、Ｒ、Ｇ、Ｂ各色の波長のレーザ
光を出射する３つのレーザ光源を用いれば良い。その場合は、Ｒ色の波長帯域と、Ｇ色の
波長帯域と、Ｂ色の波長帯域のそれぞれに対して、光を反射するようなバンドストップフ
ィルタ特性をハーフミラー層１２に持たせる。
【００４５】
　なお、レーザ光源を利用する場合には、レーザスキャナを用いて表示面上の各領域を左
右及び上下方向に順次に走査することにより、矩形の領域の全体を均一に照明し、表示光
を形成することができる。
【００４６】
　＜光軸及びレイアウトの調整＞
　コンバイナ１０（表示光投影用光学デバイス）の配置状態と、表示装置の光軸及びアイ
ポイントの位置関係を図４に示す。
【００４７】
　一般的に考えられる配置においては、ＨＵＤユニット２０が出射する光の光軸Ａ１が、
図４のようにコンバイナ１０の中央、つまりフレネルレンズ１１のフレネル中心ＦＣと一
致するように構成される。その場合、ＨＵＤユニット２０の表示像は、フレネル中心ＦＣ
と対向するアイポイントＥＰ１の位置で視認できるようにハーフミラー層１２で反射され
る。
【００４８】
　一方、本変形例では、ＨＵＤユニット２０が出射する光が、図４に示す光軸Ａ２のよう
にフレネル中心ＦＣからオフセットした位置に移動するように位置決めする。この場合、
ＨＵＤユニット２０の表示像は、フレネル中心ＦＣよりも上方にずれた位置で反射し、ア
イポイントＥＰ２で視認できるように結像される。
【００４９】
　アイポイントＥＰで視認される表示像には、ハーフミラー層１２で反射した表示像の他
に、コンバイナ１０の表面又は裏面で反射してアイポイントＥＰに到達する不要な像も含
まれる可能性があるため、これにより二重像ゴーストが視認される場合がある。しかし、
図４に示す光軸Ａ２のように、表示像の光路をフレネル中心ＦＣからずらした場合には、
ハーフミラー層１２で反射した拡大像と、コンバイナ１０の表面又は裏面で反射した等倍
像との光路差が大きくなり、二重像ゴーストは見えにくくなる。
【００５０】
　＜曲面形状の採用＞
　本変形例におけるコンバイナ１０Ｂ（表示光投影用光学デバイス）の断面形状を図５に
示す。
【００５１】
　図１及び図２に示すようにウインドシールドＷＳにその中間層としてコンバイナ１０を
実装する場合には、ＨＵＤ表示品位を最適化するために、図５に示すコンバイナ１０Ｂの
ようにコンバイナの形状を曲面形状に変更することが望ましい。
【００５２】
　また、図５に示すコンバイナ１０Ｂについては、フレネル面の曲率（ベースカーブ）を
光学設計する際に、ウインドシールドＷＳ固有の曲面形状に合わせて、一定の半径（Ｒ）
で表される球面、又は多項式で表される非球面に従って決定している。
【００５３】
　これにより、ＨＵＤ表示品位が向上し、フレネルミラー領域ＦＭを介して前方視界を視
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認する場合であっても、通常のウインドシールドＷＳを介して視認する場合と同等の透過
視認性を確保することができる。
【００５４】
　ここで、上述した本発明に係る表示光投影用光学デバイスの実施形態の特徴をそれぞれ
以下（１）～（８）に簡潔に纏めて列記する。
（１）　表示ユニット（ＨＵＤユニット２０）から出射される表示光を一方の面の近傍で
反射して所定のアイポイント（ＥＰ）に投影し、他方の面に入射した外来光を厚み方向に
透過する特性を有する表示光投影用光学デバイスであって、
　薄板状に形成された透明な第１光学部材（フレネルレンズ１１）と、
　前記第１光学部材の厚み方向の一方の面に同心円状に形成された複数の溝で構成される
フレネル形状部（１１ａ）と、
　前記フレネル形状部の面上に形成されたハーフミラー層（１２）と、
　前記ハーフミラー層の面の凹凸を埋めて平坦面を形成するための透明な充填剤で構成さ
れる第２光学部材（封止剤層１３）と、
　前記第２光学部材の外側の面を保護する透明な薄板状の第３光学部材（透明プレート１
４）と、
　を備え、
　前記第１光学部材の屈折率と、前記第２光学部材の屈折率と、前記第３光学部材の屈折
率とがほぼ同じである、
　ことを特徴とする表示光投影用光学デバイス（コンバイナ１０）。
（２）　上記（１）の構成の表示光投影用光学デバイスであって、
　前記第１光学部材の外側に露出する面と、前記第３光学部材の外側に露出する面のそれ
ぞれに、光反射防止層（ＡＲコート層１５、１６）が形成された、
　ことを特徴とする表示光投影用光学デバイス
（３）　上記（１）または（２）の構成の表示光投影用光学デバイスであって、
　前記ハーフミラー層が、特定の波長成分のみを反射するバンドストップフィルタとして
機能する、
　ことを特徴とする表示光投影用光学デバイス。
（４）　上記（１）から（３）のいずれか１つの構成の表示光投影用光学デバイスであっ
て、
　車両用ウインドシールド（ＷＳ）を形成する合わせガラスの中間層として配置された、
　ことを特徴とする表示光投影用光学デバイス。
（５）　上記（１）から（４）のいずれか１つの構成の表示光投影用光学デバイスであっ
て、
　前記表示ユニットから前記ハーフミラー層に入射する光の光軸（Ａ２）が、前記フレネ
ル形状部の前記同心円の中心（フレネルＦＣ）からずれるように、前記フレネル形状部の
配置状態、または表示光の入射目標位置が定められた、
　ことを特徴とする表示光投影用光学デバイス。
（６）　上記（１）から（５）のいずれか１つの構成の表示光投影用光学デバイスであっ
て、
　前記第１光学部材の全体形状及び前記フレネル形状部の形状が、車両のウインドシール
ドの形状に合わせた曲面形状を有し、前記フレネル形状部の面の曲率が、一定の半径で表
される球面、又は多項式で表される非球面に従い決定されている、
　ことを特徴とする表示光投影用光学デバイス（コンバイナ１０Ｂ）。
（７）　上記（１）から（６）のいずれか１つの構成の表示光投影用光学デバイスであっ
て、
　前記フレネル形状部における前記複数の溝の形成ピッチＰが、次式の近似値である、
Ｐ＝（ｔａｎθ・Ｄ）／Ｐｉｘｅｌ
但し、θ：表示画角
　　　Ｄ：想定するアイポイントと前記フレネル形状部との間の距離
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　　　Ｐｉｘｅｌ：前記表示ユニットの表示画面における縦又は横の画素数
　ことを特徴とする表示光投影用光学デバイス。
（８）　上記（１）から（７）のいずれか１つの構成の表示光投影用光学デバイスであっ
て、
　前記ハーフミラー層は、前記フレネル形状部の複数の溝の各境界で厚み方向と平行な向
きに延びる立壁領域（フレネル立壁１１ｂ）を除く面の全体に形成されている、
　ことを特徴とする表示光投影用光学デバイス。
【符号の説明】
【００５５】
　１０　コンバイナ
　１１　フレネルレンズ
　１１ａ　フレネル形状部
　１１ｂ　フレネル立壁
　１１ｃ　平坦面
　１２　ハーフミラー層
　１３　封止剤層
　１３ａ，１３ｂ　面
　１４　透明プレート
　１５，１６　ＡＲコート層
　２０　ＨＵＤユニット
　２１　メータユニット
　２２　ダッシュボード
　２２ａ　開口部
　２３　ルーバー
　２４　虚像結像面
　ＥＰ　アイポイント
　ＦＭ　フレネルミラー領域
　ＷＳ　ウインドシールド
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